
むかわむかわむかわむかわ町広報誌町広報誌町広報誌町広報誌「「「「広報広報広報広報むかわむかわむかわむかわ」」」」及及及及びむかわびむかわびむかわびむかわ町町町町ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト

広告掲載取扱要綱広告掲載取扱要綱広告掲載取扱要綱広告掲載取扱要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、むかわ町が発行する広報誌「広報むかわ （以下「広報むかわ」と」

いう ）及びむかわ町ウェブサイトに掲載する有料広告（以下「広告」という ）につ。 。

いて、必要な事項を定めるものとする。

（基本原則）

第２条 広報むかわ及びむかわ町ウェブサイトに掲載する広告について、公共性と町民の

保護を目的として、次に掲げる基本原則を定める。

（１） 公正で虚偽のないもの

（２） 広告の受け手に不利益を与えることのないもの

（３） 児童及び青少年に与える影響を考慮したもの

（４） 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したもの

（５） 関係法規と社会秩序を守るもの

（広告掲載の範囲）

第３条 次の各号に該当する広告は、掲載しない。

（１） 広報むかわ及びむかわ町ウェブサイトの公共性及び品位を損なうおそれのあるも

の

（２） 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に掲げる営業に該当するもの

（３） 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの

（４） 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

（５） 前号に掲げるもののほか、広報むかわ及びむかわ町ウェブサイトに掲載すること

が好ましくないと町長が判断するもの

（広告の種類及び規格等）

第４条 広告の種類、規格、掲載期間及び広告掲載料は、別表のとおりとする。

（広告掲載の優先順位）

第５条 広告を掲載する順位は、次の順序とする。

（１） 町民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、町内に事業所等を有す

る者の広告

（２） 前号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で町内に事業所等を有する者の広告

（３） その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者の広告

（広告掲載の位置）



第６条 広告を掲載する位置は、広報むかわの発行及びむかわ町ウェブサイトの目的を妨

げない位置とし、町が指定するページとする。

（広告掲載の申込み）

第７条 広告を掲載しようとする者は、むかわ町有料広告掲載申込書（別記様式第１号）

を広報むかわの発行月の前々月の月末までに原稿を添えて町長に提出するものとする。

、 、 。ただし むかわ町ウェブサイトへの掲載については 当該申込書の提出期限は定めない

（広告掲載の決定）

第８条 前条の規定に基づく申込書を受理したときは、あらかじめ広告掲載審査委員会の

意見を求め、広告掲載の可否を決定するものとする。

２ 町長は、前項の審査結果に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、その結果につ

いて、むかわ町有料広告掲載（非掲載）決定通知書（別記様式第２号）により通知する

ものとする。

３ 広告掲載の決定を受けた申込者（以下「広告主」という ）は、速やかに掲載しよう。

とする広告の原稿（町長が指定する電子媒体に記録したものを含む ）を提出するもの。

とする。

（広告掲載審査委員会の設置）

第９条 広告の掲載に関し、次に掲げる事項の審査を行うために広告掲載審査委員会（以

下「委員会」という ）を置くものとする。。

（１） 第８条第１項に規定する広告の審査をすること。

（２） その他広告の掲載に関すること。

（委員会の組織）

第１０条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

２ 委員長は、本庁の副町長をもって充てる。

３ 委員は、本庁の副町長が指名する者をもって組織する。

（会議等）

第１１条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

２ 委員会の議長は、委員長が行う。

３ 委員会は、委員の２分の１以上の出席をもって成立する。

４ 委員会の庶務は、広報を所管する課が行う。

（広告内容）

第１２条 広告のデザイン及び内容などは、広報むかわ及びむかわ町ウェブサイトのイメ

ージを損なうことのないよう、広告主と調整し掲載するものとする。

（広告主の責任）



第１３条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

２ 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容

等に関わる財産権のすべてにつき、権利処理が完了していることを町に対して保証しな

ければならない。

３ 第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求がなされたときは、広告

主の責任及び負担において解決しなければならない。

４ 広告主は、町税等を完納していなければならない。

５ 広告原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とする。

（広告掲載料の納入）

第１４条 広告主は、広告掲載料を納入しなければならない。

２ 前項の広告料は、町長の指定する期日までに、町が発行する納入通知書により現金で

一括納入するものとする。

３ 広告掲載は、広告掲載料の納入を確認した後でなければ掲載することができない。

（広告掲載の取消し）

第１５条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し又は中止

することができる。

（１） 広告主の町税等の未納が発覚したとき。

（２） 虚偽の広告掲載をしたとき。

（３） 第３条各号のいずれかに該当したとき。

２ 前項に該当すると認めるときは、広告主に対し、むかわ町有料広告掲載取消等通知書

（別記様式第３号）を送付するものとする。

３ 広告主は、諸事情により広告の掲載を取り消す場合は、むかわ町有料広告掲載取消申

出書（別記様式第４号）を広報むかわの発行月の前月１５日までに町長に提出するもの

とする。

（広告掲載料の還付）

第１６条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によ

り広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

（委任）

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。



別表（第４条関係）

むかわ町広報誌「広報むかわ」の広告掲載料等

料金区分（税込価格）

規格 ２段 １段 段1/2

月数 縦12.5cm 縦 6.0cm 縦 6.0cm

横17.3cm 横17.3cm 横 8.6cm

１回単価 20,000円 10,000円 5,000円

１か月 掲載料計 20,000円 10,000円 5,000円

割引率 0％ 0％ 0％

１回単価 18,000円 9,000円 4,500円

掲 ３か月 掲載料計 54,000円 27,000円 13,500円

載 割引率 10％ 10％ 10％

期 １回単価 16,000円 8,000円 4,000円

間 ６か月 掲載料計 96,000円 48,000円 24,000円

割引の率 20％ 20％ 20％

１回単価 12,000円 6,000円 3,000円

12か月 掲載料計 144,000円 72,000円 36,000円

割引率 40％ 40％ 40％

むかわ町ウェブサイトの広告掲載料等

掲 載 料 1か月あたり5,000円

掲載期間 1か月単位

連続掲載は年度単位とし、最大12か月まで

規 格 170px*50px

pngもしくはgif形式

10キロバイト以下

アニメーションは不可

掲載者が電子媒体で提供のこと


